
清水町企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託実施要領 

 

１．業務名称 

   清水町企業版ふるさと納税マッチング支援業務 

 

２．業務目的 

   「清水町人口ビジョン・総合戦略推進事業」を推進するため、地方創生応援税制（企

業版ふるさと納税）を活用した寄附の獲得を目指すものである。 

 

３．業務内容 

   企業版ふるさと納税マッチング支援業務の処理 

 

４．委託方法等 

   随時企画提案の申し込みを受け付け、参加資格を満たす者について随意契約を締結

し、業務を委託するものとする。 

 

５．事業期間 

   令和７年７月１日から令和８年３月３１日まで 

 

６．委託料の算定方法等 

   委託料の算定は成果報酬型によるものとし、見積書に委託料率を示すこと。 

   なお、委託料率は２０％以内とする。支払い時期については、契約締結時に協議する。 

 

７．参加事業者の資格等 

  （１）申込資格 

     企画提案に参加できる者は、以下の条件をすべて満たす者とする。 

    ① 本業務と同種または類似する業務を行った実績があるなど、地方応援税制（企

業版ふるさと納税）に精通していること。 

    ② 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

    ③ 国又は地方公共団体等から指名停止を受けている期間中でないこと。 

    ④ 租税公課の滞納が無いこと。 

    ⑤ 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされていない者（更生手続

き開始の決定を受けた者を除く。）であること。 

    ⑥ 民事再生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされていない者（更生手続

き開始の決定を受けた者を除く。）であること。 

⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する団



体等や行為をする者に関わりがないこと。 

８．申込方法等 

（１）申込提出書類 

   申し込みの際は次の書類を提出すること。 

  ① 申込書（様式１） 

  ② 企画提案書（任意様式） 

    ③ 実績書（任意様式） 

※  過去２年以内に国または地方公共団体における実績がある場合は 

２件以上を記載し資料として提出すること。 

  ④ 見積書（任意様式） 

  ⑤ 企業版ふるさと納税マッチング支援業務参加資格等に係る申立書（様式２） 

（２）申込場所等 

   持参又は郵送とする。 


